


【国保】 
 

D-252 抗 TSHレセプター抗体（TRAb）、甲状腺刺激抗体（TSAb）（併

施及び回数） 

 

《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、抗TSHレセプター抗体（TRAb）又は甲状腺刺激抗体（TSAb）

の算定は、いずれかを 3か月に 1 回まで認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 抗 TSHレセプター抗体（TRAb）と甲状腺刺激抗体（TSAb）の回数に

ついて、検査目的から頻回に行う必要性は乏しく、3か月に 1回を超える

算定は過剰であると整理した。 

 


